
能美市賑わい施設等立地促進事業補助金交付要綱

平成３１年３月２９日

告示第８２号

(目的)

第１条 この告示は、市内で新たに賑わい施設等を立地しようとする者に対して、予

算の範囲内で事業に要する経費の一部を補助することにより、賑わい施設等の立地

を促進し、市内の賑わいの創出及び交流人口の拡大を図り、もって市内の活性化に

資することを目的とする。

(定義)

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。

(１) 賑わい施設等 次のいずれかに該当する場合をいう。

ア 日本標準産業分類(統計法(平成１９年法律第５３号)第２条第９項に規定す

る統計基準である日本標準産業分類をいう。)に規定する業種のうち、別表に

定める業種を主たる業種として事業を展開する施設に該当する場合

イ 観光施設財団抵当法(昭和４３年法律第９１号)第２条に定める観光施設に該

当する場合

ウ その他市長が能美市の賑わいの創出及び若年層の交流人口の拡大につながる

と特に認める場合

(２) 対象地区 次のいずれかに該当する地区をいう。

ア 能美市の都市計画区域内における用途地域又は開発可能区域

イ 能美市の都市計画区域外の地区

ウ 能美市が策定する各種計画において、地域振興等のために土地の有効利用が

示されている地区

(３) 投資額 補助対象経費の合計額で、消費税及び地方消費税を含まない額をい

う。

(４) 立地 賑わい施設等を新設し、営業を開始することをいう。



(補助金の対象)

第３条 補助金の交付の対象となる者は、対象地区内において賑わい施設等を立地し

ようとしている個人又は法人で、１０年以上継続して事業展開をできる者のうち、

次の各号のすべてに該当する者とする。

(１) 能美市納税等に係る公平性の確保に関する条例(平成２２年能美市条例第２

９号)第２条第２項各号に掲げる市税等を完納している者

(２) 許認可等が必要な業種については、既に当該許認可等を受けている者又は当

該許認可等の取得が見込まれる者

(３) 賑わい施設等の立地に係る投資額が３，０００万円以上であること

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの要件に該当する者は、補助金の

交付対象としない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(１) この告示における事業内容と重複した国・県等の補助金又は助成金の交付を

受けている者

(２) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を行う者。ただし、

能美市が策定する各種計画に基づき、観光を推進できる機能を持ち合わせること

により、交流人口の拡大が見込まれると市長が認めた場合を除く。

(３) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和２３年法律第１２

２号)の適用を受けている者

(４) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第

２条第６号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第２号に規

定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者

(５) その他市長が公序良俗の観点から適当でないと認める者

(補助対象経費及び補助金の額)

第４条 この補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げ

るものとする。

(１) 土地の購入に係る費用

(２) 店舗等の建築工事及び設備工事に係る費用

(３) 新築、中古店舗等の購入及び賃貸借(３６か月分)に係る費用



(４) その他立地に係る事業に必要な費用

(５) 前各号の規定にかかわらず、市長が特に必要であると認めた費用

２ 補助金の額は、投資額の１０％に相当する額とし、限度額は、２，０００万円と

する。ただし、算定した額に１０万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

た額とする。

(補助金の交付申請)

第５条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、能美市賑わ

い施設等立地促進事業補助金交付申請書(様式第１号。以下「申請書」という。)に

次に掲げる書類を添えて、補助対象事業の着手前までに市長に提出しなければなら

ない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(１) 補助対象経費内訳表(様式第２号)

(２) 事業計画書(様式第３号)

(３) 許認可等を必要とする業種の場合は、許可証等の写し

(４) 補助対象経費に係る見積書・契約書等の写し

(５) 認定支援機関による事業計画確認書(様式第４号)

(６) 法人の場合は、登記事項証明書の写し

(７) 個人の場合は、本人確認書類の写し

２ 賃貸借に係る申請については、年度ごとに提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第６条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書

類の内容を審査し、補助金を交付すべき者と認めたときは、能美市賑わい施設等立

地促進事業補助金交付決定通知書(様式第５号)により、申請者に通知するものとす

る。

２ 市長は前項の場合において、補助金交付の目的を達成するために、条件を付する

ことができる。

(変更承認申請)

第７条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、交付申請の

内容に変更が生じた場合には、能美市賑わい施設等立地促進事業補助金変更承認申



請書(様式第６号)を市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更について

は、この限りでない。

(変更交付決定)

第８条 市長は、前条の規定による変更承認申請書の提出があったときは、当該申請

に係る書類の内容を審査し、補助金を変更すべきものと認めたときは、能美市賑わ

い施設等立地促進事業補助金変更交付決定通知書(様式第７号)により、補助対象者

に通知するものとする。

(実績報告)

第９条 補助対象者は、補助対象事業が完了した日から起算して、１箇月を経過した

日又は翌年度の４月１５日のいずれか早い日までに能美市賑わい施設等立地促進補

助金実績報告書(様式第８号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添

えて、市長に提出しなければならない。

(１) 補助対象経費内訳表

(２) 個人の場合は、開業したことを証明できる書類の写し

(３) 補助対象経費の支払に係る領収書等の写し

(補助金の額の確定及び通知)

第１０条 市長は、実績報告書の提出があったときは、当該実績報告書の書類の審査

により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付

した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助

金の額を確定し、能美市賑わい施設等立地促進事業補助金確定通知書(様式第９号)

により通知するものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、２年度以上にわたる事業であって、その実績に基づき

補助金を交付しようとする場合については、第６条に規定する補助金の交付決定と

併せて補助金の額を確定することができる。

(補助金の交付)

第１１条 補助対象者は、前条の規定により交付すべき補助金の額が確定した後に、

能美市賑わい施設等立地促進事業補助金請求書(様式第１０号)を市長に提出しなけ

ればならない。



(補助金の交付決定の取消し)

第１２条 市長は、補助対象者が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関し

て補助金の交付の決定内容若しくはこれに付した条件その他法令等に違反したとき、

又は虚偽の申請その他不正な行為があったときは、補助金の交付の決定の全部若し

くは一部を取り消すことができる。

２ 前項の規定は、第１０条の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後に

おいても適用できるものとする。

(補助金の返還)

第１３条 市長は、すでに補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当す

ると認められた場合は、期限を定めて、すでに交付した補助金の全部若しくは一部

の返還を命ずることができる。

(１) 前条の規定に基づく補助金の交付決定の取消しを受けた場合

(２) 賑わい施設等の営業開始日から起算して１０年を経過する日までに、交付決

定の対象となった交付対象事業を廃止した場合

(３) 交付決定の対象となった店舗等をその事業以外の用途に使用した場合

(４) その他市長が補助金交付措置を講ずること又は講じたことが不適当であると

認めた場合

２ 前項の規定による補助金の返還額は、営業開始日から起算して５年を経過する日

までにあっては交付額の全額を、５年を超え１０年を経過する日までにあっては交

付額の半額を返還しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、

この限りでない。

(事業継続の報告の聴取又は立入調査)

第１４条 市長は、補助金の交付を受けた賑わい施設等の営業開始日から起算して、

１０年を経過する日までの期間で必要と認めるときは、補助金の交付を受けた者に

対し、事業継続の報告の聴取又は立入調査を行うことができる。

(その他)

第１５条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則(平成３１年３月２９日告示第８２号)



この告示は、平成３１年４月１日から施行する。

附 則(令和２年３月２５日告示第４７号)

この告示は、令和２年４月１日から施行する。

附 則(令和３年３月２６日告示第５２号)

(施行期日)

１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。

(経過措置)

２ この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様

式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式による

ものとみなす。

３ この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを

取り繕って使用することができる。

附 則(令和４年３月３０日告示第６１号)

この告示は、令和４年４月１日から施行する。



別表 (第２条関係)(日本標準産業分類第１３改訂による)

大分類 中分類 備考

Ｉ 卸売業・小売業 ５２ 飲食料品卸売業

５８ 飲食料品小売業

施設内に飲食スペー

スを設けること。

Ｍ 宿泊業・飲食サー

ビス業

７６ 飲食店

７７ 持ち帰り・配達・飲食サービス業

施設内に飲食スペー

スを設けること。



様式第１号(第５条関係)

年 月 日

能美市長 あて

申請者 所在地

名 称

氏 名

能美市賑わい施設等立地促進事業補助金交付申請書

標記補助金を受けたいので、能美市賑わい施設等立地促進事業補助金交付要綱第５

条の規定により、申請します。なお、申請にあたり、市税等の完納状況について調査

することに同意します。

補助金申請額： 円

添付書類：補助対象経費内訳表(様式第２号)

事業計画書(様式第３号)

許認可証等の写し

補助対象経費の見積書・契約書等の写し

認定支援機関による事業内容確認書(様式第４号)

法人の場合は登記事項証明書の写し

個人の場合は本人確認書類の写し



様式第２号(第５条・第９条関係)

補助対象経費内訳表

土地に係る経費

店舗に係る経費

設備等に係る経費

その他立地に必要な経費

土地所在地 登記地目 面積(㎡) 取得価格 取得年月 備考

合 計

店舗所在地 用途

床面積

建築年月 取得価格 備考

１階 １階以外 合計

合 計

資産名 数量 取得年月 耐用年数 取得価格 備考

合 計

項目 事業費 備考

合 計



様式第３号(第５条関係)

事業計画書

・店舗概要

・事業の目的・コンセプト

・事業内容

・経歴・職歴

事業所名

店舗住所

ＨＰアドレス 資本金(千円)

業種・営業内容

立地工程

着 工 予 定 年 月 日 年 月 日

竣 工 予 定 年 月 日 年 月 日

営業開始予定年月日 年 月 日

年 月

年 月

年 月

年 月



・事業展開スケジュール

・事業に要する許認可、資格、免許等(必要な場合のみ)

実施時期 具体的な実施内容

１年目

２年目

３年目

４年目

５年目

６年目

７年目

８年目

９年目

１０年目

許認可、資格、免許等名称 取得・取得見込年月

年 月 取得・取得見込

年 月 取得・取得見込

年 月 取得・取得見込



・資金計画 単位：千円

・事業の見通し(月平均) 単位：千円

必要な資金 金額 調達方法 金額

設

備

資

金

自己資金

金融機関からの借入

補助金等

小計

運

転

資

金

その他

小計

合計 合計

創業当初
軌道に乗った後

( 年 月以降)

積算根拠

※売上高の積算根拠を記載すること

①売上高

②売上原価

経

費

人件費

賃貸料

支払利息

広告費

③合計

利益

①－②－③



・売上計画 単位：千円

１年目
( 年 月～ 年 月期)

２年目
( 年 月～ 年 月期)

３年目
( 年 月～ 年 月期)

４年目
( 年 月～ 年 月期)

５年目
( 年 月～ 年 月期)

(a)売上高

(b)売上原価

(c)売上総利益

(a-b)

(d)販売管理費

営業利益

(c-d)

従業員数 人
(うちﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ 人)

人
(うちﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ 人)

人
(うちﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ 人)

人
(うちﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ 人)

人
(うちﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ 人)

備考

６年目
( 年 月～ 年 月期)

７年目
( 年 月～ 年 月期)

８年目
( 年 月～ 年 月期)

９年目
( 年 月～ 年 月期)

１０年目
( 年 月～ 年 月期)

(a)売上高

(b)売上原価

(c)売上総利益

(a-b)

(d)販売管理費

営業利益

(c-d)

従業員数 人
(うちﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ 人)

人
(うちﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ 人)

人
(うちﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ 人)

人
(うちﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ 人)

人
(うちﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ 人)

備考



様式第４号(第５条関係)

年 月 日

能美市長 あて

認定支援機関ＩＤ番号

住 所

名 称

代表者役職

代表者氏名

認定支援機関による事業計画確認書

(対象事業者名)の事業計画の記載内容について、以下のとおり確認しました。

１．認定経営革新等支援機関担当者名等

①認定経営革新等支援機関担当者名

②認定経営革新等支援機関電話番号

③認定経営革新等支援機関担当者メールアドレス

２．創業事業計画に対する所見

※ 認定支援機関ＩＤ番号については、各経済産業局 web サイトを参照のうえ記入ください。web サイ

トに記載がない場合は、認定を受けた各経済産業局にお問い合わせください。

項目(注) 所見

・１０年以上の事業継続

が見込める

・事業の見通し、積算根

拠が明確である



様式第５号(第６条関係)

第 号

年 月 日

様

能美市長 ㊞

能美市賑わい施設等立地促進事業補助金交付決定通知書

年 月 日付けで申請のあった能美市賑わい施設等立地促進事業補助金につ

いては、下記のとおり交付することを決定したので能美市賑わい施設等立地促進事業

補助金交付要綱第６条の規定により通知します。

記

１．偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、その全部又は一部の返還を命ず

ることがある。

２．能美市より、対象施設の立地に関して報告又は調査を求めることがある。

３．以上のほか、能美市賑わい施設等立地促進事業補助金交付要綱の定めに従うこと。

４．その他

補 助 金 交 付 決 定 額 円



様式第６号(第７条関係)

年 月 日

能美市長 あて

申請者 所在地

名 称

氏 名

能美市賑わい施設等立地促進事業補助金変更承認申請書

年 月 日付け第 号で交付決定を受けた能美市賑わい施設等立地促進事

業補助金を下記のとおり変更したいので申請します。

記

１ 変更事項

２ 変更理由

３ 補助金変更交付申請額 変更前の金額 円

変更後の金額 円

差引増減額 円

添付書類：補助対象経費内訳表(様式第２号)

事業計画書(様式第３号)

その他



様式第７号(第８条関係)

第 号

年 月 日

様

能美市長 ㊞

能美市賑わい施設等立地促進事業補助金変更交付決定通知書

年 月 日付けで申請のあった能美市賑わい施設等立地促進事業補助金変更

承認申請については、申請のとおりこれを承認し、 年 月 日付け第 号

による交付決定通知の一部を下記のとおり変更したので、能美市賑わい施設等立地促

進事業補助金交付要綱第８条の規定により通知します。

記

１ 補助事業に要する経費及び補助金の額は次のとおりとする。

補助事業に要する経費 金 円

補助金の額 金 円

(補助金既決定額 金 円)

(今回追加交付額 金 円)

２ 補助事業に要する経費の配分及び配分された経費の額に対応する補助金の額は、

当該変更承認申請書記載のとおりとする。

３ 変更の対象となった事業の内容は、当該変更承認申請書記載のとおりとし、その

他については、 年 月 日付け第 号による交付決定通知のとおりとす

る。



様式第８号(第９条関係)

年 月 日

能美市長 あて

申請者 所在地

名 称

氏 名

能美市賑わい施設等立地促進事業補助金実績報告書

年 月 日付け第 号により補助金(変更)交付決定の通知があった事業

につきまして、次のとおり実施したので能美市賑わい施設等立地促進事業補助金交付

要綱第９条の規定により、報告します。

添付書類：補助対象経費内訳表(様式第２号)

個人の場合は、開業したことを証明できる書類の写し

補助対象経費の支払に係る領収書等の写し

対象店舗の平面図等

その他



様式第９号(第１０条関係)

第 号

年 月 日

様

能美市長 ㊞

能美市賑わい施設等立地促進事業補助金確定通知書

年 月 日付けで報告のあった能美市賑わい施設等立地促進事業補助金実績

報告書を審査の結果、次の金額を事業に対する補助金として確定する。

記

補 助 金 確 定 額 円



様式第１０号(第１１条関係)

年 月 日

能美市長 あて

申請者 所在地

名 称

氏 名

能美市賑わい施設等立地促進事業補助金請求書

年 月 日付け第 号により補助金の確定通知があった能美市賑わい施設等

立地促進事業補助金として、次の金額を交付されるよう能美市賑わい施設等立地促進

事業補助金交付要綱第１１条の規定により請求いたします。

補助金請求額 金 円

振込先

銀行・信用金庫・農協 支店

普通・当座 口座番号

フリガナ

口座名義

添付書類

口座番号が確認できる通帳の写し等


